
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和３年１１月１５日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 岡崎つよし

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

新型コロナウイルス感染症対策について

第５波（７～８月）の新規感染者数のピークは、８月２０日

全国で２万５，８５１人であったが、１１月１０日の全国

の新規感染者数は２０４人で１００分の１程度に下がっ

た。一時は２，０００人を超えた全国の重症者も９９人に

減った。第５波が減速した要因は明確には定まっていない

ものの、感染予防効果があるとされるワクチン接種が、高

齢者を中心に急速に進んだ影響と指摘され、第６波への備

えが必要と言われている。

⑴ 本市のコロナワクチン集団接種会場での手順は問題な

く行われたか。

⑵ 令和３年１０月３１日時点のワクチン接種率と年代別

感染者数はどのようか。

⑶ 感染症発生時における業務継続計画（ＢＣＰ）は策定

しているか。

⑷ 小中学校の学校活動における感染拡大防止策は、どの

ようか。

⑸ 若い人達に予防接種を受けるリスクより受けないリス

クが大きい事を、本市のホームページ等を活用して周知

徹底を図る必要があると思うが、市の考えはどのようか。



２

市制施行１０周年とその先を見つめたまちづくりについて

⑴ １０年間を振り返り、本市の成長した分野や発展を遂

げた事など、市長の総括を伺う。

⑵ １０年後の本市はどのような「まち」として形成して

いるか、期待と願いも含めて市長の見解を伺う。

⑶ コロナ禍の社会情勢のもとで、来年１月から予定され

ている１０周年記念事業は当初の計画から中止や見直し

はあるのか。

３

受動喫煙防止対策について

望まない受動喫煙の防止を図るため、不特定多数が利用

する施設等の区分に応じ、原則敷地内禁煙や屋内禁煙にす

るとともに、施設の管理者が行うべき措置等について定め

た「健康増進法の一部を改正する法律」が２０１８年７月

２５日に公布され、２０２０年４月１日に全面施行された。

⑴ 受動喫煙防止について市はどのように考え、取り組ん

でいるか。

⑵ 喫煙マナーや受動喫煙防止などについての苦情などは

寄せられているか。

⑶ 市で設置している公衆喫煙所はあるか。

⑷ 子どもから大人まで幅広い年代が利用する公園につい

てどのような取り組みをしているか。

⑸ 市職員の喫煙状況について把握しているか。

⑹ 児童生徒を対象とした非喫煙に向けた学校教育につい

ての取り組みはどのようか。


